
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
猪苗代町 

子育て支援ガイドブック



   

 

 

 

 

妊娠・誕生・施設・医療・制度など、 

子育てに関する様々な生活情報をまとめました。 

子育て家庭のみなさまに少しでも役立てていただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

  

母子健康手帳の交付      経済的支援  

 妊産婦さんへの健康支援  生活上の支援  

 

 

 母と子の健康支援                経済的支援 

 出産・育児への経済的支援     放課後児童クラブ  

        思春期相談  

        体験活動・体験学習  

子育て相談等 

つどいのひろば                     

町立こども園                  子育て応援パスポート 

子育て支援事業                チャイルドシート貸出 

事業所内保育事業                母子手帳アプリ 

子育てママさん                 ブックスタート 

幼児向け講座                  いなわしろ地域食堂 

自主保育サークル                放課後フリースクール 

 

 

                         公園・児童遊び場 

経済的支援                     

生活上の支援   

 障がい児に関する相談窓口             緊急時の連絡先 

 障がい児・者親の会                猪苗代町医療機関一覧 

障がいのある子どもの子育て支援 

病気・けが 

もくじ 

妊娠が分かったら 

赤ちゃんが生まれたら 

乳幼児期の子育て支援 

ひとり親家庭への支援 

小学生～高校生に関する子育て支援 
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～妊娠・出産を経て仕事を続けるためにこんな制度があります～ 
 

 

 

 

１．健康診査等を受診するための時間の確保…妊娠中及び出産後１年以内の女性 

（男女雇用機会均等法 第 12条） 

２．医師等からの指導事項を守ることができるようにするための措置 （通勤緩和、休憩、休業などの措置） 

…妊娠中及び出産後１年以内の女性                                 （男女雇用機会均等法 第13条） 

３．軽易業務転換…妊娠中の女性                      （労働基準法 第 65条） 

４．危険有害業務の就業制限…妊娠中及び出産後１年以内の女性       （労働基準法 第64条の3） 

５．変形労働時間制の適用制限…妊娠中及び出産後 １年以内の女性       （労働基準法 第 66条） 

６．時間外労働、休日労働、深夜業の制限…妊娠中及び出産後１年以内の女性   （労働基準法 第 66条） 

 

 

７．産前・産後休業…産前６週間（多胎妊娠の場合１４週間）、産後８週間の女性 （労働基準法 第 65条） 

８．出生時育児休業（産後パパ育休）…子の出生後８週間以内に４週間まで、２回に分割して取得可能 

（育児・介護休業法 第 9条） 

 

 

９． 育児時間（１日２回少なくとも各３０分）…生後１年未満の子を育てる女性 （労働基準法 第 67条） 

１０．育児休業…１歳未満の子を養育する男女（１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には 

最長２歳まで延長）                  （育児・介護休業法 第 5～9条） 

１１．育児のための勤務時間短縮等…３歳未満の子を養育する男女(育児休業をしない場合)  

（育児・介護休業法 第 23,24条） 

１２．子の看護休暇（１年に５日まで【子が２人以上の場合は１０日】） 

…小学校就学前の子を養育する男女               （育児・介護休業法 第16条の 2,3） 

１３．育児のための時間外労働の制限（１ケ月２４時間、１年１５０時間） （育児・介護休業法 第17,18条） 

 

 

１４．育児のための深夜業（２２：００～５：００）の制限…小学校就学前の子を養育する男女  

（育児・介護休業法 第 19,20条） 

なお、上記の制度の請求をしたこと、又は取得したことを理由とする不利益取扱は禁止されています。  

 

◇福島労働局 雇用環境・均等室 

所在地：福島市霞町１－４６（福島合同庁舎内）０２４－５３６－４６０９ 

◇会津労働基準監督署  

所在地：会津若松市城前２－１０ ０２４２－２６－６４９４ 

問い合わせ 

妊 娠 中 

産前・産後 

小学校就学前の子を養育する男女 

育 児 中 



 

 

◇ 母子健康手帳の交付 

「母子健康手帳」は、妊娠から出産・育児の記録として、母と子の一貫した健康管理と健康の保持増進に

役立てるため『妊娠届出』をした全妊婦に対し交付しています。さらに交付に併せて、妊娠中の生活や出

産、育児に関する各種資料を差し上げています。  

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ おもいやり駐車場 

スーパー、病院、公共施設などで歩行が困難な「障がい者、高齢者、妊産婦」の方が車を停めるためのス

ペース（車いすマークのある駐車場）を利用しやすくすることを目的とした制度です。 

妊娠７ヶ月から産後３ヶ月（妊産婦の場合） 

母子健康手帳及び運転免許証等の身分証明書を持参のうえ、町保健福祉課または会津保健福祉 

事務所にて申請します。 

＊町保健福祉課で申請する場合は、１４０円分の郵便切手をご持参ください。 

 

猪苗代町役場 保健福祉課  ６２－２１１５ 

会津保健福祉事務所 高齢者支援チーム ２９－５２７２ 

 

◇ 母性健康管理指導事項連絡カード  

仕事を持つ妊婦が妊娠中、医師などの指導事項を守る為に事業主は必要な措置を講じなければなりません。

その指導事項を職場に的確に伝達する為に活用できるカードです。母子健康手帳の“働く女性・男性のた

めの出産、育児に関する制度”のページをごらんください。また、厚生労働省ホームページからも入手で

きます。 

 

◇ 国民年金保険料の免除【産前産後免除】 

  出産予定日又は出産日が属する月の前月から４ヶ月間（以下「産前産後免除期間」といいます。）

の国民年金保険料が免除されます。（多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の３ヶ月前から

６ヶ月間が免除） 

産前産後免除期間に国民年金第１号被保険者の期間を有する方 

母子健康手帳を持参のうえ町民生活課にて手続きください。 

＊出産予定日の６ヶ月前から届出可能です。 

猪苗代町役場 町民生活課 ６２－２１１４ 

 

◇ 国民年金保険料の免除【育児免除】 （令和８年１０月から）  

子どもが生まれた日の属する月から１歳になる前月までの国民年金保険料が免除されます。

子を育てている国民年金第１号被保険者（父母） 

町民生活課にて手続きください。※令和８年１０月以降から申請できます 

猪苗代町役場 町民生活課 ６２－２１１４ 

妊娠が分かったら 

問い合わせ 

対 象 者 

申請方法と 

必要な書類 

問い合わせ 

対 象 者 

申請方法 

問い合わせ 

1 

対 象 者 

申請方法 

問い合わせ 



   

◇ 国民健康保険税の減免 

  国保税の所得割額と均等割額が、出産予定月（又は出産月）の前月から４ヶ月間相当分が減額されます。

（多胎妊娠の場合は、出産予定月（又は出産月）の３ヶ月前から６ヶ月相当分が減額） 

国民健康保険被保険者の方 

母子健康手帳を持参のうえ町民生活課にてお手続きください。 

＊出産予定日の６ヶ月前から届出可能です。 

猪苗代町役場 町民生活課 ６２－２１１４ 

 

 

妊産婦さんへの健康支援 

◇ 妊婦健康診査 

『妊娠届出』等により「母と子の健康のしおり（猪苗代町妊産婦健康診査受診票）」を交付しています。妊

娠期間中１５回までの妊婦健康診査、産後２週間健康診査・産後１ヶ月健康診査が助成されます。助成さ

れる健康診査項目は受診票内に明記してあります。また妊婦健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等により

出産に支障をきたす妊婦に対し、公費負担で精密健康診査（１回）を実施しています。県外で受診した妊

婦健康診査等の費用については、費用を自己負担していただいた後、申請により県内の基準の範囲内で助

成します。１ヶ月児健康診査・新生児聴覚検査についても、お子さんの住民票のある市町村で助成を行っ

ています。家庭訪問を希望される方は、保健師が訪問し相談に応じています。随時電話相談も可能です。 

 

①申請書（窓口または町ホームページよりダウンロードできます。）  ②母子健康手帳 

③妊婦健康診査費用等の領収書     ④妊婦（産婦）本人名義の通帳等 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 妊婦歯科健康診査 

妊娠中は、むし歯や歯周病にかかりやすくなり、むし歯や歯周病は、お腹の赤ちゃんにも影響します。『妊娠届

出』等により「妊婦歯科健康診査受診票」を交付していますので、ぜひ受診しましょう。健診料金は無料です。 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

  ◇ 妊婦支援給付金 

すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、保健師の面談等による継続的な「伴走

型支援（妊婦包括相談支援）」と、経済的負担を軽減するための「経済的支援（妊婦支援給付金）」を併せ

て行います。妊婦支援給付金は、妊娠届出の際に１回目の給付として妊婦の方１人につき５万円、乳児家

庭全戸訪問後に２回目の給付として胎児の数１人あたり５万円を支給します。 

※双胎の場合は、１回目の給付５万円と２回目の給付１０万円を支給します。 

        猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 
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対 象 者 
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問い合わせ 
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◇ 産婦人科・小児科オンライン 

安心して妊娠・出産・子育てができるよう、スマートフォン等から産婦人科医・小児科医・助産師に無料で相談

ができる「産婦人科・小児科オンラインサービス」を実施しています。 

登録に必要な合言葉は、『ひでよくん』です。 

          

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５  

 

◇ 低所得の妊婦に対する初回受診料助成事業 

低所得の妊婦の方（住民税非課税世帯に属する方、またはこれと同等の所得水準であると認められる方）

を対象として、経済的負担の軽減を図るとともに、必要な支援につなげるため、妊娠判定にかかる初回産

科受診料（１０，０００円を上限）を償還払いにより助成します。 

 

①初回産科受診料償還払込請求書 ②初回産科受診費用の支払いを証明する書類（原本） 

③妊婦本人名義の通帳等 

        猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 多胎妊娠の妊婦健康診査費助成事業 

多胎児を妊娠した女性は、単胎妊娠の場合よりも頻回の妊婦健康診査が推奨され、受診に伴う経済的負担

が大きくなることから、通常１５回の妊婦健康診査を超えて追加で受診する妊婦健康診査に係る費用（１

回あたり５，０００円、５回を限度）を助成します。 

        猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 遠方出産支援事業 

遠方の分娩取扱施設等で出産する妊産婦の方の経済的負担の軽減を図ることを目的として、妊産婦検診受

診に係る移動費、当該分娩取扱施設等までの移動及び近くで待機するための宿泊に要する費用を償還払い

により助成します。 

住所地（里帰り出産する場合は、里帰り先の居住地）から最も近い分娩取扱施設等まで概ね

６０分以上の移動時間（最短経路が４０ｋｍ以上）を要する妊産婦及びその妊婦の方の支援

のために同じ宿泊施設に宿泊する同行者の方 

        ●交通費：タクシー、鉄道等で移動した場合 実費額×０．８（円） 

             自家用車で移動した場合     １ｋｍ当たり４０円×０．８（円） 

※妊産婦検診時のタクシーによる移動は助成の対象外です。 

  ●宿泊費：（１泊当たり実費額－２，０００円）×宿泊数   

   ※入院時の入院の前日までの連続する最大１４泊分が対象。 

   ※１泊の上限は１１，０００円となります。 

※妊婦検診の上限は１４回（妊娠後期に遠方の分娩予定施設に切り替えて妊婦検診を受診

する場合は７回）、産婦検診の上限は２回です。 

          猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

問い合わせ 

申請に必要な書類 

問い合わせ 

問い合わせ 

対象者 

助成額 

問い合わせ 

３ 



   

 

 

母と子の健康支援 

◇ 出生届  

出産したら出生日から数えて１４日以内に出生届を出してください。土日・祝日にも受け付けます。併せ

て『新生児出生連絡票』（妊産婦健康診査受診票に綴り込まれています）の提出もお願いします。 

猪苗代町役場 町民生活課 ６２－２１１４ 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５（『新生児出生連絡票』について） 

 

◇ 乳幼児健康診査 

子どもの健やかな発育・発達のため、健康診査を行っています。 

 

◇ 予防接種 

子どもの感染症を予防するため、また感染症の流行を予防するため予防接種を受けてください。 

法律で定められた予防接種・対象年齢・回数・接種期間・指定医療機関であれば公費負担で接種を受ける

ことができます。※詳しくは、乳児家庭全戸訪問時に配布されます『予防接種手帳』をご覧ください。 

法律で定められた予防接種のほかにも、インフルエンザとおたふくかぜの予防接種の費用助成を行ってい

ます。 

 

◇ 未熟児養育医療 

身体の発育が未熟のままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負

担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られま

す。 

問い合わせ     猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

出産・育児への経済的支援 

◇ 出産手当金 

働いている女性が出産のために仕事を休み、勤務先から給与を受けられないときに支給される手当金です。

（国民健康保険は対象外です） 

退職した場合でも、一定の条件を満たせば受給できます。  

勤務先または全国健康保険協会など 

 

◇ 出産育児一時金 

出産される方（社会保険、国民健康保険などの被保険者及び被扶養者）が、妊娠４ヶ月（８５日）以後で

分娩した場合は、１児の出産につき５０万円（産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は４８.８万円）

が支給されます。流産や死産になった場合も、妊娠８５日以上であれば対象となります。なお、原則とし

て、各医療保険者から病院などへ出産育児一時金を支払う仕組み（直接支払制度）に改められています。

給付の方法や請求の方法については、各健康保険にお問い合わせください。 

赤ちゃんが生まれたら 

４ 

問い合わせ 

問い合わせ 

問い合わせ 



   

 

＊猪苗代町国民健康保険の方 

猪苗代町役場 町民生活課 

６２－２１１４ 

＊全国健康保険協会の方 

全国健康保険協会 福島支部 業務グループ 

０２４－５２３－３９１７ 

＊上記以外の方 

勤務先または健康保険組合、共済組合など 

 

◇ 猪苗代町出産手当 

女性の出産と子育てを経済的に支援することを目的とし、町独自の出産手当の給付を行っています。  

出産日まで引き続き３ヶ月以上猪苗代町に住民登録されている母親 

出生児１人につき  ２００,０００円 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 乳幼児及び児童医療費助成  

子どもの健やかな成長を願って、乳幼児・児童の医療費を助成しています。これは、満１８歳までのお子

さんが病気やケガで医師の治療を受けた場合や、保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で

医療費の自己負担額を助成する制度です。ただし、健康保険から給付される高額療養費及び附加給付があ

る場合には差し引き助成となります。 

 

０歳から満１８歳になった日以後、最初の３月３１日までのお子さんを養育する保護者で下記の要件に当ては

まる方 

・お子さんの住所が猪苗代町にある方 

・お子さんが健康保険に加入している方 

※ 生活保護法の適用を受けているときや、乳幼児及び児童福祉施設（通所施設、母子生活支援施設を

除く）に入所しているときは対象となりません。 

 

①登録申請書 （町民生活課 国保年金係の窓口にあります） 

※ 猪苗代町国民健康保険加入者以外の方は、加入する健康保険の保険者から、附加給付の証明を受け

てください。 

②「助成を受けるお子さんの名前が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 

③受給者名義の金融機関の預金通帳等（口座番号がわかるもの） 

猪苗代町役場 町民生活課 ６２－２１１４ 

 

 

 

問い合わせ 

対 象 者 

受給資格 

支 給 額 

問い合わせ 

申請に必要なもの 

問い合わせ・申請先 
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◇ 育児休業給付金 

育児休業を取得したときは、一定の条件を満たした場合、雇用保険から休業前賃金の６７％相当額（ただ

し６ヶ月以降は５０％）の育児休業給付が支給される制度があります。男女は問いません。また、育児休

業期間中には、社会保険料が免除される制度もあります。  

＊給付金について     ハローワーク会津若松 ２６－３３３３ 

＊社会保険料免除について 勤務先、社会保険組合など 

 

◇ 児童手当 

国・県・町と事業主等が費用を負担し、家庭生活の安定と次代の社会を担う児童の健全育成に資するため、

児童を養育している方に児童手当を支給しています。  

１８歳年度末までの児童を養育している方 

      ３歳未満 １５,０００円 ／ ３歳以上 １０,０００円 

※ 第３子以降は多子加算により、３０,０００円に増額されます。 

※ 生計費を負担している１９歳から２２歳年度末までの子を多子加算のカウントに含め

ることができます。（別途手続きが必要です。） 

      ２、４、６、８、１０、１２月に２ヶ月分ずつ支給 

  ①健康保険証又は資格確認書（請求者及び配偶者） 

  ②請求者名義の金融機関の預金通帳等（口座番号がわかるもの） 

③マイナンバーカード 

             猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 乳幼児おむつ等給付券 

子育て世帯への経済的な支援を目的として乳幼児のおむつの購入費用の一部を助成します。  

満３歳までの乳幼児を養育している方 

  ３千円までの紙おむつ等を購入できる給付券を毎月１枚支給するもの 

申請により支給決定を受けた方に毎月支給券を郵送いたします。 

役場保健福祉課に備え付けの申請書をご提出ください。 

                   猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ・申請先 

支 給 日 

対 象 者 

支給金額 
 

申請に必要なもの 

問い合わせ 

問い合わせ・申請先 

支 給 日 

対 象 者 

支給内容 

申請に必要なもの 
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子育て相談等 

  ◇ 産後ケア事業 

医療機関や助産院に滞在、または助産師がご自宅を訪問し、 

〇赤ちゃんの入浴や過ごし方などの育児指導   〇母乳ケア・授乳指導 

〇母体の心身の疲労回復促進のためのケア     〇育児相談   などのケアを受けることができます。 

 

「宿泊ケア」、「日帰りケア」、「訪問ケア」があります。 

利用の際には、事前に申請が必要です。申請方法や料金等はお問い合わせください。 

 

猪苗代町に住所を有し、産後１年未満の産婦および乳児で上記のようなケアが必要な方 

（出産後入院中及び医療を必要とする方は除く）。 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 養育支援訪問事業 

母子保健事業及び関係機関からの情報提供、連絡等により妊娠期からの継続的な支援が必要と考えられる

場合には、安心した妊娠、出産、育児を行うための相談支援を行っています。 

              猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 家庭訪問・電話相談・健康相談 

保健師や栄養士がご相談に応じます。お子さんの成長や育児の悩み、食事などに関する心配等がありまし

たら、お気軽にご相談ください。相談は随時受け付けております。 

             猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 乳児家庭全戸訪問事業 

保健師が乳児のいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する 

情報提供等を行うとともに、育児相談や健康相談を行っています。  

※出生届確認後、生後２ヶ月ごろを目安に電話連絡のうえ、訪問させていただきます。 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ キッズランド 

町内在住の４歳未満のお子さんと保護者を対象に、親子の遊びの教室を実施しています。育児に楽しく取

り組めるよう、遊びの提案や地域の仲間づくりのお手伝いをしています。お母さんのこころとからだのリ

フレッシュの場として、ぜひご参加ください。 

専門のスタッフもおりますので、お子さんの発育・発達に関することもお気軽にご相談ください。 

 

乳幼児期の子育て支援 

 

産後ケアの種類・対象者 

７ 

対象者 

問い合わせ 

問い合わせ 

問い合わせ 

問い合わせ 



   

親子で一緒に遊ぶ・子ども同士で遊ぶ・お母さん同士で情報交換 

４歳未満のお子さんと保護者 ２０組 

        前期 ５月～９月（月１回）   後期１０月～２月（月１回） 

平日の午前１０時～１１時３０分  

猪苗代町農村環境改善センター ホール 

広報、町ホームページ、母子手帳アプリにて募集記事を掲載し、電話や窓口で受付。 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

つどいのひろば（地域子育て支援拠点事業） 

親子が気軽にかつ自由に利用でき、また子育ての不安や悩みなどに対する相談や情報の提供を行います。 

どなたでも気軽に利用できます。未就園のお子さんとその保護者（お父さんやおじいちゃん、おばあちゃん

もどうぞ）で“屋根のある公園”としてご利用ください。ご予約やお申し込みも不要です。 

ひろば名 対象者 活動日時 場 所 費 用 

子育てサロン 

日向ぼっこ 

おおむね３歳未満の

児童と保護者 

毎週月～土（水か土

が休みになります） 

※祝日を除く 

10:00～16:00 

猪苗代町児童館 

無料です。※各種講

座等において実費を

徴収する場合有り。 

NPO 法人子育てサロン日向ぼっこ ６２－５１６７（猪苗代町児童館内）   

猪苗代町役場 保健福祉課     ６２－２１１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 者 

開催日時 

開催場所 

問い合わせ 

そ の 他 

問い合わせ 

８ 

内   容 



   

町立こども園 

 

 

 

 

認定区分 

認定区分 対象となる子ども 

１号認定 

（教育標準時間認定） 

満３歳以上の小学校就学前子どもであって、こども園での教育を希望する子

ども（※通園バスを利用できるのは１号認定のみとなります。） 

２号認定 

（保育認定） 

満３歳以上の小学校就学前子どもであって、下記の「保育認定を受ける基準」

に該当し、こども園での保育を希望する子ども 

３号認定 

（保育認定） 

満３歳未満の子どもで、下記の「保育認定を受ける基準」に該当し、こども

園・地域型保育事業での保育を希望する子ども 

 

保育認定を受ける基準（２号認定・３号認定） 

  〇就労 （月に６４時間以上の就労） 〇妊娠・出産 （産前産後８週、月末まで利用可） 

  〇保護者の疾病・障害  〇同居又は長期入院等している親族の介護・看護 

  〇災害復旧  〇求職活動（起業準備を含む。２ヶ月間となります） 

  〇就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）  〇虐待やＤＶの恐れがあること 

○育児休業中の継続利用（※育児休業時、すでに２，３号認定を受けて入園しているきょうだい

が、継続して保育を希望する場合） 

〇その他、上記に類する状態として町が認める場合 

 

 

 

認定区分 利用時間 該当事由 

１号認定 

（教育標準時間認定） 
午前 8 時 30 分～午後 2 時 00 分 

 

２号認定 

３号認定 

（保育認定） 

保育標準時間 午前 7 時 30 分～午後 6 時 00 分 

120 時間以上の就労等 

妊娠・出産、災害復旧、虐待・

DV 等 

保育短時間 午前 8 時 00 分～午後 4 時 00 分 

64～120 時間未満の就労等 

求職活動、育児休業中の継続利

用等 

 

利用時間 

９ 

利用手続
き 

町立こども園を利用するには、事前に保育の必要性について認定を受ける必要があります。 

 



   

 

３歳（満３歳になった後の４月１日以降が対象）から５歳までのすべての子ども及び３歳未満の住民税非課

税世帯の子どもの保育料の無償化を実施しています。（町外の保育施設、一時預かり等のサービスを利用して

いる場合は別途手続きが必要となる場合がありますので、こども課までお問い合わせください。） 

●１号・２号認定子どもの保育料 

 幼児教育・保育の無償化実施のため無償となります。 

●３号認定子どもの保育料 

認定の区分及び世帯の課税状況に応じて決定されます。 

８月までは前年度の市町村民税所得割課税額、９月からは当該年度の市町村民税所得割課税額で保育料を

決定します。                                  （単位：円） 

階層 区 分 
３歳未満児 

標準時間 短時間 

第１階層 生活保護世帯 0  0  

第２階層 市町村民税非課税世帯 ０ ０  

第３階層 

市町村民税所得割課税額  

48,600 円未満 

（均等割のみ課税世帯を含む） 

17,500  17,300  

うち母子家庭・障害者のいる世帯 8,100 8,100  

第４階層 

市町村民税所得割課税額 

48,600 円以上97,000 円未満 
27,000  26,600  

うち母子家庭・障害者のいる世帯 

所得割課税額77,101 円未満 
8,100 8,100  

第５階層 
市町村民税所得割課税額 

97,000 円以上169,000 円未満  
40,000  39,500  

第６階層 
市町村民税所得割課税額 

169,000 円以上301,000 円未満 
54,900  54,000  

第７階層 
市町村民税所得割課税額 

301,000 円以上 
72,000  70,900  

 ○同時利用に係る多子軽減 

同一世帯から２人以上の子どもがこども園等に入園している場合、入園している子どものうち、最年長の

子どもから順に、２人目が半額、３人目以降が無料となります。 

 ○３歳未満児の多子世帯軽減 

１８歳に満たない子どもが、３人以上いる世帯の子どもで、年長順に数えて第３子以降の子どもで年齢が

３歳未満の子どもについては、次のとおりとなります。 

第２階層～第４階層 
に属する世帯 

該当する保育料×０．５ 

第５階層～第７階層 
に属する世帯 

該当する保育料―（保育料の４分の１の額と第４階層の保育料の２分の１

の額を比較して高い方の額）ただし、その児童の保育料が徴収基準額の半額

の児童の場合には、保育料×０．７５ 

  

保 育 料 
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○多子世帯軽減拡充 

第２階層・第３階層・第４階層の市町村民税所得割課税額５７,７００円未満の世帯については、 

きょうだいの年齢に関わらず第２子半額、第３子以降は無料となります。 

 ○ひとり親等世帯の軽減拡充 

ひとり親世帯等の世帯や在宅障害児（者）のいる世帯のうち市町村民税所得割課税額７７,１０１円未満の

世帯については、保育料が軽減され、第２子以降について無料となります。 

 

 

 １号認定 ： 土・日曜、祝日、春季休業 4/1～4/7、夏季休業 7/21～8/24、 

          冬季休業 12/24～1/7、学年末休業 3/19～3/31 

 ２・３号認定 ： 日曜、祝日、年末年始 12/29～1/4、年度末・年度始め 3/31，4/1 

 

 

各施設に入園を希望する方は、事前に保育の必要性の認定を受ける必要があります。 

必要書類はこども園に用意してありますので、お受け取りの上必要な書類を添付し、こども課（ひまわり

こども園内）に申し込んでください。年度途中でも受付をしていますので、詳しくは下記へお問い合わせ

ください。 

施設名 所在地 電話番号 

ひまわりこども園 大字磐里字大五百苅２５４―１ ２３－４１０５ 

さくらこども園 大字川桁字寺道北６０ ６６－２１２７ 

         猪苗代町役場 こども課 ２３－４１０５（ひまわりこども園内） 

 

 町内に住所がある０歳児（生後６ヶ月以上）から５歳児であれば、募集定員数の範囲内で誰でも入園でき

ます。 

 なお、０歳児から２歳児までは、保育認定を受ける基準に該当する方のみとなりますので、事前に保育認 

定を受けていただきます。 

 

 

町立こども園は給食を実施しています。 

 町内に住所があり、３歳（満３歳になった後の４月１日以降が対象）から５歳までのお子さんについては、

給食費は無料となります。（０歳から２歳児の給食費は保育料に含まれています。） 

 また、町内に住所があり、町外の施設を利用する３歳（満３歳になった後の４月１日以降が対象）から５

歳までのお子さんにつきましては、給食費の補助を行っています。別途手続きが必要となりますので、詳

しくはこども課までお問い合わせください。  

 

町立こども園では、保護者の皆様の負担を軽減するため、令和５年度より使用済みおむつの持ち帰りをな

くし、各施設において処分しています。 

 

 

 

 

申し込み手続き 

入園資格 

給食の実施 

休園日 

使用済みおむつの処分について 
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子育て支援事業 

◇ 一時保育事業  

こども園では、保護者の就労等の突発的な事由により、一時的に保育することができない場合に、お子さん

を一時的にお預かりする「一時保育」を実施しています。 

 

一時保育を利用できるのは猪苗代町に住所を有するか保護者のいずれかが町内出身者であり、１歳（離乳

完了後）から小学校入学前のお子さんです。 

一時保育を利用できる理由 

冠婚葬祭、病気・入院（同居家族含む）、就労、出産（産前産後２ヶ月）、きょうだいの学校行事（式・参

観日など）、リフレッシュ等 

 

利用時間は、こども園の休園日を除く日の午前７時３０分から午後６時までとなります。 

 

３歳児未満 半日 ７５０円 １日 １,５００円 

 ３歳児以上 半日 ５００円 １日 １,０００円 

令和元年１０月からの幼児教育・保育の無償化により、３歳以上で一時保育を利用される方で一定条件

を満たす場合は、料金の一部が無償となります。（１回当たり４５０円分） 

該当する場合は、あらかじめ申請等が必要となります。 

※ お子さんの年齢は利用する年度の４月１日現在の年齢となります。 

※ 利用できる時間帯内で最大８時間までの利用となります。 

 

一時保育の利用を希望する方は、こども課までご連絡ください。その後、希望するこども園と打ち合わ

せのうえ「こども園一時保育利用申込書」に必要事項を記入していただくようになります。 

※ 利用する際は、遅くとも利用希望日の７日前までに申込が必要となります。 

（初回利用の場合はアレルギーなどの確認を行うため面談をさせていただきます。） 

※ 園の行事や、職員の配置によりお預かり出来ない日や時間帯がありますのでご了承ください。 

 

昼食はお弁当又は給食となります。 

※ 給食費  町内に住所があるお子さん  無料 

町外に住所があるお子さん  １食２００円 

◇ こども園お試し登園の実施 

町立こども園に通っていない、翌年４月に町立こども園幼児部に入園予定の２歳児を対象として、親子で月

に一回程度、園の活動に参加していただく「お試し登園」を実施します。 

対象となるお子さんの保護者の皆様には、こども園から「こども園だより」をお送りします。 

保護者とお子さんの、入園に対する不安や心配を解消していただくとともに、子育てについての悩み等を気

軽にご相談いただけるよう、こども園の保育教諭、栄養士、保健師が支援を行って参ります。 
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利用時間 

利用対象者 

利用料金 

申込方法等 

そ の 他 

こども課 ２３－４１０５ 

（ひまわりこども園内） 

問い合わせ 



   

◇ こども誰でも通園制度 

こども園等に通っていない満３歳未満の子どもが、月一定時間の利用枠の中で、保護者の就労要件を問わず、

時間単位で柔軟にこども園等を利用できる制度です。 

 

施設名 所在地 電話番号 

ひまわりこども園 大字磐里字大五百苅２５４―１ ２３－４１０５ 

さくらこども園 大字川桁字寺道北６０ ６６－２１２７ 

 

０歳６カ月から満３歳未満でこども園等に通っていない子ども 

 

月～金曜日（こども園の休園日を除く）の９時から１１時までの２時間（月１０時間まで） 

※ 園の行事や職員の配置により利用できない日がありますのでご了承ください。 

 

１時間あたり３００円（その他おやつ代など実費がかかります。） 

 

利用を希望する方は、利用登録を行い、その後に利用を希望する施設で面談を受けてから利用の予約を

してください。利用登録の方法については、こども課までお問い合わせください。 

 

 こども課（ひまわりこども園内） ２３－４１０５ 

 

◇ 病児・病後児保育事業 

 病気の治療中または病気の回復期にあるお子さんを、保護者の仕事・けが・出産などやむを得ない理由によ

り家庭での保育が困難となる場合に、専用の施設で保育士と看護師が医師と連携を図りながら一時的にお預

かりし保育する事業です。町には対象施設がないため、令和２年４月より郡山市の病児・病後児保育事業施

設を広域利用し事業を実施します。 

菊池医院「らびっと」 ＊郡山市本町一丁目１３番７号 

生後６ヶ月から小学６年生までのお子さん 

１日あたり  １２名 

月 ～ 金 ８：３０～１７：３０ 

土 ８：３０～１５：００ 

 

   予約制です ０２４－９３２－０１５４ 

・利用したい日前日９：３０から予約開始  

・病気の状況や予約状況によりお預かりできない場合があります。 

 

利用時間 

対象児童 

施設名 

定 員 

利用方法 
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利用時間 

利用対象者 

利用料金 

申込方法等 

問い合わせ 

利用対象施設 



   

 

１日あたり  ２，０００円   

・生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は免除  ＊詳しくは施設にお問い合わせください。 

 

菊池医院「らびっと」   ０２４－９３２－０１５４ 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 子育て短期支援事業 

保護者の疾病、冠婚葬祭、育児疲れなどやむを得ない理由によりご家庭でのお子さんの養育が一時的に困難

になった場合に児童をお預かりし養育又は保護を行う事業です。町には対象施設がないため、令和６年４月

より会津若松市の母子生活支援施設に事業を委託し事業を実施しています。 

母子生活支援施設「はる」 ＊会津若松市藤原二丁目２２番地２ 

町内に住所がある満２歳以上のお子さん及びその保護者 

原則として７日以内（ただし、やむを得ない事情がある場合は延長される場合あり) 

 

   ・利用を希望する場合は町保健福祉課までお問合せください。 

・施設の空き状況によりお預かりできない場合があります。 

 

１日あたり 

・生活保護世帯、ひとり親家庭等の非課税世帯   免除 

・非課税世帯・ひとり親等課税世帯      ９００円 

   ・その他の世帯             ２，０００円 

    食事・おむつ等の実費は利用者の負担となります。 

                          保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 子育て援助活動支援事業（猪苗代町ファミリー・サポート・センター） 

育児の援助を希望する人（依頼会員）と援助したい人（提供会員）が会員となり、相互に子育てを支え合う

有償ボランティア事業です。依頼会員が疾病や学校行事、外出等の理由でお子さんの預かりを希望する場合

に、センターの事務局が提供会員への連絡・仲介・調整を行います。 

 

事業を利用するためには事前にセンターへの会員登録を行う必要があります。 

 また、提供会員となるためには、センターの指定する講習の受講が必要です。 

 

  ① 児童の預かりを希望する依頼会員は、センターへ申込みを行います。 

  ② センターが条件に合った提供会員とのマッチング・仲介を行います。 

  ③ 会員同士で打ち合わせを行い、合意に基づき提供会員が預かりを実施します。 

利用料金 

申し込み・問い合わせ 

利用時間 

利用料金 

対象児童 

申し込み・問い合わせ 
 

施設名 

利用方法 
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利用の流れ 

会員登録 



   

     ④ 預かり終了後、依頼会員は提供会員へ直接報酬を支払います。 

※預かりを行う場所は猪苗代児童館となります。 

町内に住所がある未就学児 

平日・土曜日の９時から１７時まで 

１時間当たり ６００円 

 

ＮＰＯ法人子育てサロン日向ぼっこ ６２－５１６７（猪苗代町児童館内） 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 子育て支援・相談事業（こども家庭センター及び子育て支援センターにて実施） 

役場保健福祉課では、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行うため、地域の保健医療や

福祉に関する機関と連携をとりながら、妊産婦及び乳幼児等の健康の保持、増進に関する包括的な支援を実

施しています。また、町立こども園では育児不安や子育てへの負担感を緩和することを目的として、電話や

面談による育児相談、月齢に応じた離乳食相談、発達障がい児支援等の相談事業を実施しています。   

 

猪苗代町役場 保健福祉課（こども家庭センター ６２－２１１５） 

ひまわりこども園 ２３－４１０５（子育て支援センター ２３－４１０６） 

さくらこども園  ６６－２１２７（子育て支援センター ８５－８８２７） 

 

事業所内保育事業 保育所型 

◇ ミニテル保育園 （大字川桁字天王坂２４１３－１６ ガーデンコート１４階） 

０歳児～２歳児で保育認定を受ける基準に該当する児童。 

      日   日曜日・祝日、年末年始、その他園の指定する日を除く 

      （通常保育時間） ７：３０～１８：３０ 

    町の保育料に準じます  

 

  

《手ぶら保育》オムツ・おしりふき・ビニール袋・食事用エプロン・おしぼり等、園で必要な消耗品を無

償で提供する手ぶら保育を実施しております。 

  《体験型保育》ハーブ園散策、菜園活動、アスレチック、学びの日（表現・体育・英語）の実施等、さま

ざまな活動を通して子どもたちの成長を見守ります。 

《昼 食》  離乳食、幼児食（アレルギー等の除去食も提供可能です。）、ミルク、おやつは園にて用意。

（昼食費は保育料に含まれています。） 

※上記以外の活動も行っておりますので、詳しくはミニテル保育園へお問い合わせください。 

 

問い合わせ 

利用時間 

利用料金 

対象児童 

申し込み・問い合わせ 
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入所基準 

保 育 料 

開 所 日 
保育時間 

園の特色 



   

 

事前に保育の必要性の認定を受ける必要がありますので、こども課で必要書類をお受け取りください。 

ミニテル保育園     ６６－３４５６   携帯 ０８０－２８１３－０３３６ 

猪苗代町役場 こども課 ２３－４１０５ 

 

子育てママさん 

保護者の病気や用事などにより、一時的に保育が必要な乳幼児及び児童を預かります。 

氏名 行政区・連絡先 資格・経歴 提供できる内容、料金 

五十嵐
い が ら し

 葉子
よ う こ

 
西舘 

080-6004-1108 

幼稚園教諭・保育士免許 

３児の母 

ＲＴＡ認定講師 おくる

みタッチケアセラピスト 

保護者の通常時のサポートやこども園などの送迎、

リフレッシュしたい時の一時預かりなど… 

３歳未満児 ８００円／時間 

３歳以上児 ７００円／時間 

交通費は不要  

※詳細はご相談ください。 

ご相談・お申し込みは、直接上記の方へご連絡ください。  

      猪苗代町 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

幼児（未就学児）向け講座「すくすくファミリー」  

 就園前の親子を対象に、親（祖父母の方も含みます）・子ども同士の交流を図り、仲間作りを目指し、子ど

もの発達に応じた育児、ゆとりある子育ての場で笑顔いっぱいのひとときを過ごします。 

《活 動 日》１月に１回程度（５月から１月） 

  《対  象》未就園の幼児と保護者 １５組 

  《参 加 料》活動に応じて材料費などを実費徴収します。 

  《申込方法》学びいなまでお問い合せください。 

 

猪苗代町体験交流館『学びいな』 ７２－０１８０ 

 

自主保育サークル 

◇ Ｒｏｏｔｓプレーパーク「グロンボロンの森」 

ハンモック、ブランコ、砂場、焚き火、工作など、子どもたちが自然の中でのびのびと自由に遊べる環境を

提供しています。 

      毎週日曜日 ＊雨天決行、荒天中止 

        １１：００～１５：００ 

      〒９６９－２２７５ 猪苗代町大字山潟字湊志田１９１（旧山潟小学校） 

        無料 

      予約不要 

        Ｒｏｏｔｓ 猪苗代 Ｌａｋｅ Ａｒｅａ ０２４２－９３－９０２２ 

問い合わせ 

開催場所 

開催日時        

参加費        

問い合わせ 

問い合わせ 

申し込み・問い合わせ 
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経済的支援  

◇ 特別児童扶養手当  

《支給対象者》  ２０歳未満で中程度以上の障がいを有する児童を養育する父母または養育者 

《支 給 額》  月額 １級 ５６，８００円  ２級 ３７，８３０円 

《支 給 月》  ４月、８月、１１月 

《所 得 制 限》  請求者及び扶養義務者の前年の所得によって、支給が制限されます 

 

◇ 障害児福祉手当  

《支給対象者》  ２０歳未満で身体又は精神に重度の障がいを有する方で、在宅で常時特別の介護を必 

要とされる方 

《支 給 額》  月額 １６，１００円 

《支 給 月》  ５月、８月、１１月、２月 

《所 得 制 限》  請求者及び扶養義務者の前年の所得によって、支給が制限されます 

 

◇ 猪苗代町重度心身障害児童扶養手当  

《支給対象者》  ２０歳未満であって特別児童扶養手当受給資格の状態にある者及び身体障害者手帳 

１級又は２級の認定を受けた児童を養育する父母または養育者 

《支 給 額》  年額 １５，０００円 

《支 給 月》  １１月 

 

◇ 重度心身障害者医療費助成  

重度の障がいのある方が、医療機関に支払った医療費の自己負担分(食事療養費を除く)を給付します。 

※１８歳未満の方については、『乳幼児及び児童医療費助成制度』（Ｐ３）を優先とします。 

《支給対象者》  ① 身体障害者手帳 １級・２級・３級（内部障害のみ） 

② 療育手帳 Ａ 

③ 精神障害者保健福祉手帳 １級 

④ ①②③の手帳を同時に２つ以上所持している方 

《所 得 制 限》  本人及び扶養義務者の前年の所得によって、受給資格が制限されます 

 

◇ 自立支援医療（育成医療） 

  身体に障がいのある児童に対し、障がいを除去又は軽減し生活能力を得るために必要な医療を給付します。 

《給 付 内 容》  確実な治療効果が期待できるものが対象で、内臓障がいについては手術によるもの 

に限り、内科的治療のみのものは対象外です。なお、腎臓障がいに対する慢性透析 

療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については対象です。 

《利用者負担》  所得に応じて１ヶ月あたりの上限額を設定しています。上限額に満たない場合には 

障がいのある子どもの子育て支援 
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１割負担となります。 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

生活上の支援  

◇ 障がい福祉サービス  

  児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所、日中一時支援といったサービスがあります。 

利用したい場合は、ご相談ください。（原則１割負担となります） 

 

◇ 補装具の交付・修理 

身体上の障がいを補うために、補装具の購入または修理に要する費用の支給を行います。 

身体障害者手帳の障がいの種類や程度に応じて支給されます。（原則１割負担となります） 

 

◇ 日常生活用具の給付  

在宅の重度障がい者等の日常生活が容易になるよう、障がいの種類及び程度に応じて用具の給付を行いま

す。種類によっては、就業または就学・通学の状況により給付が決定されます。（原則１割負担となります） 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

 

障がい児に関する相談窓口  

 

機関名 住所 電話番号 

猪苗代町役場 保健福祉課 猪苗代町字城南１００ ６２－２１１５          

猪苗代町役場 教育総務課 

（特別支援教育アドバイザー） 
猪苗代町字城南１００ ６２－５６７７ 

会津児童相談所 会津若松市一箕町八幡字門田 1-3 ２３－１４００ 

福島県障がい者総合福祉センター 福島市杉妻町 2 番１６号 ０２４－５２１－２８２３ 

福島県総合療育センター 郡山市富田町字上の台 4-1 ０２４－９５１－０２５０ 

福島県発達障がい者支援センター 郡山市富田町字上の台 4-1 南棟 2 階 ０２４－９５１－０３５２ 

福島県ばんだい荘 

地域生活支援センターいなわしろ 
猪苗代町大字長田字西五十滝 3967-1 ９３－８０１１  

福島県立猪苗代支援学校 

『いなっこ相談』 
猪苗代町大字長田字並柳西 3966-2 ６５－２１５１ 

 

 

問い合わせ 

問い合わせ 
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障がい児・者親の会  

 

機関名 電話番号 

猪苗代町心身障害児（者）手をつなぐ親の会 猪苗代町社会福祉協議会内     ６２－５１６８ 

ぴーすの会（余暇支援活動の会） 猪苗代町地域活動支援センター内  ６２－２０２４ 

発達障がい児保護者会 あげまんじゅう 
渡部 朝美      ０９０－６２５１－５２４９ 

深谷 佳菜恵     ０９０－９６３９－６０５２ 

 

 

 

経済的支援  

◇ 児童扶養手当 

《対  象》  １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの児童（一定の障害を持つ児童につい 

ては２０歳未満）を監護している母、父または養育者に支給されます。ただし、老  

齢福祉年金以外の公的年金を受けることができる方には支給されません。 

《支 給 額》  児童１人の場合 月額 ４６，６９０円 

       児童２人目以降 １人につき月額 １１，０３０円加算 

       （全部支給の場合） 

《支 給 月》  ５月、７月、９月、１１月、1 月、３月（奇数月に２ヶ月分を支給） 

《所得制限》  請求者及び扶養義務者の前年の所得によって、支給が制限されます。（一部支給） 

 

◇ ひとり親家庭医療費の助成  

《対   象》  １８歳未満の児童（児童が学校教育法による高等学校等に在籍している場合には１８

歳の年度末まで）を監護している配偶者のない父または母とその児童 

  ※１８歳未満の方については、『乳幼児及び児童医療費助成制度』(Ｐ３)を優先とします。 

 《助成内容》  対象者が医療機関で支払った医療費の自己負担分について、同一受診月毎に１世帯の

自己負担額を合算して１,０００円を超えた場合、その金額。 

《所得制限》  本人及び扶養義務者の前年の所得によって、受給資格が制限されます。 

 

◇ 母子・寡婦福祉資金貸付金  

経済的な自立や児童の修学などに必要な資金を借りることができます。母子自立支援員が資金の借入や

償還の相談に応じます。貸付の種類には、修学資金･生活資金･就学支度資金など１２種類があります。 

 

◇ 母子家庭高等職業訓練促進費等事業 

母子家庭の母の生活の安定を図るため、看護師、准看護師、介護福祉士等の資格取得のため養成機関で

修業する場合に、一定期間の生活の安定を図るための費用を支給する制度です。 

ひとり親家庭への支援 
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◇ JR 通勤定期乗車券の特別割引 

児童扶養手当の支給を受けている受給者と、その方と同一世帯の者で通勤乗車券を購入する方に対し「特

定者資格証明書」及び「特定者用定期乗車券購入証明書」を交付し、交付を受けた方が JR の駅の窓口

にて証明書を提示すると通勤定期が割引（３割引）となる制度です。 

   ※受給者が所得の上限を超えるなどして手当が「全額停止」となっている方は対象外となります。 

《申請に必要な物》 ①写真（６ヶ月以内に撮影した正面上半身のもの。寸法 縦３ｃｍ×横２．５ｃｍ） 

②児童扶養手当証書 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

生活上の支援  

◇ ひとり親世帯等除雪支援事業 

 町はひとり親世帯に対し、除雪支援事業を行っております。 

 《支援内容》   自宅敷地内の生活に支障をきたす場所の除雪作業 

《負担金額》   作業員一人１時間１１０円（人力） ※作業時間等により負担金額が変ります。 

《対  象》   児童扶養手当を受給するひとり親世帯 

   《申請方法》   児童扶養手当証書を持参のうえ、下記にて申請します。 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 福島県女性のための相談支援センター 

 女性が抱えるさまざまな問題の解決をお手伝いします。秘密は固く守られます。ひとりで悩まないで、

安心してご相談ください 

・夫や恋人からの暴力（ＤＶ）で悩んでいるとき 

・家庭内の不和やいざこざで悩んでいるとき   

・離婚、男女関係のトラブルで悩んでいるとき 

・生活上のいきづまりで悩んでいるとき 

・誰に相談していいかわからないとき 

 

 

機関名 電話番号 

県女性のための相談支援センター  ０２４－５２２－１０１０ 

会津保健福祉事務所 ２９－５２７８ 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

ＤＶ相談ナビ（内閣府 男女共同参画局） ＃８００８ 

 

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク 

問い合わせ 

相談窓口 

問い合わせ・申請先 
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経済的支援 

◇ 児童手当 （※詳細はＰ5 参照） 

《対 象》  １８歳年度末までの児童を養育している方  

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

◇ 乳幼児及び児童医療費助成  （※詳細はＰ５参照） 

《対 象》  ０歳から満１８歳になった日以後、最初の３月３１日までの子どもを養育する保護者で下

記の要件に当てはまる方 

        ・子どもの住所が猪苗代町にある方 ・子どもが健康保険に加入している方 

        ※生活保護法の適用を受けているときや、乳幼児及び児童福祉施設（通所施設、母子生活

支援施設を除く）に入所しているときは対象となりません。 

猪苗代町役場 町民生活課 ６２－２１１４ 

 

放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）  

《開 設 日》  月曜日～金曜日  １３：００～１８：００ 

        土曜日及び学校行事等による振替休日  ７：３０～１８：００ 

        長期休業     ７：３０～１８：００ 

《対象児童》  下校後、保護者の就労等による留守のため、適切な保護が受けられない児童 

《負  担  金》  ２,０００円／月 ※減免制度も有ります。 

                ※その他教材費・保険料等の納入があります。 

 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

思春期相談 

 こころも体もどんどん変わっていくのが中・高生。それと同時に人に言えない悩みも増えてきます。 

中・高生が抱える悩みや心のモヤモヤのご相談に対応します。 

《相談内容》     ○体や性のこと  ○性感染症・妊娠、出産のこと 

クラブ名 開設場所 電話番号 

猪苗代小学校 第１児童クラブ 
猪苗代小学校敷地内 ０９０－１６０１－９６００ 

猪苗代小学校 第２児童クラブ 

猪苗代小学校 第３児童クラブ 
猪苗代小学校パソコン室 ０９０－１６６０－０７４６ 

猪苗代小学校 第４児童クラブ 

猪苗代第二小学校 第１児童クラブ 
千里地区コミュニティセンター ０９０－１６０１－９６８５ 

猪苗代第二小学校 第２児童クラブ 

猪苗代第二小学校 第３児童クラブ 猪苗代第二小学校家庭科室 ０９０－１６０１－９１７１ 

小学生～高校生に関する子育て支援 

問い合わせ・申請先 

問い合わせ・申請先 

問い合わせ・申込先 
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《対 象 者》   ○思春期にある小学生・中学生・高校生 

         ○思春期のお子さんを持つご家族の方や、関わる方など 

       会津保健福祉事務所 児童家庭支援チーム ２９－５２７８   

 

体験活動・体験学習 

◇ 放課後子ども教室 

  放課後や夏休み時などに、学校の余裕教室等を利用して、子どもたちの安全安心な居場所を設け、地域の

方々などの参画を得て様々な活動を実施することにより、子どもたちの社会性・自主性・創造性などの豊

かな人間性と、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進する事業です。 

    《活動時間》授業終了後１時間程度（月１回程度） 夏休み、冬休みは別に設定 

    《対  象》児童全員 ※日程や内容によって対象学年を限定する場合があります。 

    《参 加 料》無料 （材料費などで実費をいただく場合があります） 

    《申込方法》学校を通じて配布する申込書を学校の連絡ボックスに入れてください。 

猪苗代町体験交流館『学びいな』 ７２－０１８０ 

 

◇ 青少年向けの講座 

  小・中学生を対象とした体験学習を通し、心身の育成と仲間づくりの教室等を開催しています。 

  （７年度事業）  ■英会話教室 幼児の部／小学生の部／成人の部（対象：中学生以上） 

■こどもクッキング（対象：小学生）など 

猪苗代町体験交流館『学びいな』 ７２－０１８０ 

 

 

 

 

子育て応援パスポート（ファミたんカード） 

 福島県では、社会全体で子育てしやすい環境づくりを推進するため、市町村や業者の方と連携して、子育

て応援パスポート事業を実施しています。あらかじめ県から承認を受けた協賛店舗等にてこのカードを提

示することにより、さまざまな子育て応援サービスを受けられます。 

   《対   象》   １８歳に達した最初の３月３１日を迎えるまでのお子さんと妊婦がいる家庭。 

＊カードはお子さん１人につき１枚の配布。 

   《申請方法》   役場保健福祉課窓口にてカードの交付を受けることができます。 

   《全国共通》   ４７都道府県で相互利用可能です。受けられるサービスは、利用先の都道府県・ 

店舗が設定した対象・利用条件・サービス内容となります。 

福島県 こども・青少年政策課  ０２４－５２１－７１９８ 

猪苗代町役場 保健福祉課   ６２－２１１５ 

 

 

問い合わせ 

その他の子育て支援 

問い合わせ 

問い合わせ 
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チャイルドシート・ベビーシートの貸出 

  福島県交通安全協会では、交通安全協会の会員の方を対象にチャイルドシート・ベビーシートの無料貸出

を行っております。 

ご希望の方は、あらかじめ猪苗代地区交通安全協会にご連絡ください。 

＊貸出状況によっては、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。 

猪苗代地区交通安全協会（猪苗代警察署内） ６５－２２２０ 

 

猪苗代町子育てアプリ（母子手帳アプリ） 

  猪苗代町では、紙の母子手帳と一緒に使える「猪苗代町子育てアプリ」を配信しております。 

  妊娠中や子育て中のママ・パパがスマートフォンを使って、子どもの成長記録や予防接種のスケジュール

管理、子育てに役立つ情報などを気軽に利用することができます。利用料金は無料です。（※通信料など

は利用者負担となります）。 

猪苗代町役場 保健福祉課 ６２－２１１５ 

 

猪苗代町ブックスタート事業 

  絵本をとおして、乳児と保護者がゆっくり向き合い、心触れ合うひと時を持つきっかけづくりと、家庭で

の良好な子育て環境を整えることができるよう支援するため、１０ケ月児健康診査時に絵本のプレゼント

や読み聞かせのご案内、ブックスタート事業の趣旨説明をしています。また、猪苗代町図書館「和みいな」

ではブックスタートフォローアップ事業として、定期的に絵本の読み聞かせ「おはなしの森」を実施して

います。 

図書歴史情報館『和みいな』 ２３－７８５５ 

         猪苗代町役場 保健福祉課  ６２－２１１５ 

 

いなわしろ地域食堂・放課後フリースクール 

月２回開催する地域食堂はこどもから大人までどなたでもご利用いただけます。そのほか、「放課後フリー

スクール」や「夏祭り」、「ハロウィン」など、こども達が楽しく過ごせる場を提供しています。 

また、毎月フードドライブも開催しています。 

各イベントは不定期での開催となるため、詳細は下記までお問い合わせいただくか、SNS（Facebook, 

Instagram, 公式 LINE）等でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

いなわしろ地域食堂まんまる 代表・齋藤 ６２－３４０８ 

問い合わせ・申込先 

問い合わせ 

問い合わせ 

問い合わせ 

Facebook Instagram 公式 LINE 
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公園・児童遊び場  

施設名  問い合わせ先 

猪苗代町児童館 児童厚生員が、遊びや子育てに関する知識を

教えてくれます。開館時間であれば誰でも利

用できます。 

町児童館   ６２－５１６７ 

（ＮＰＯ法人 子育てサロン日向

ぼっこ） 

長瀬川児童公園 猪苗代町運動公園内にある児童公園です。 町保健福祉課 ６２－２１１５ 

亀ヶ城公園 ○わんぱく広場 

 コンビネーション遊具などがあります。 

町建設課   ６２－２１１８ 

○じゃぶじゃぶ池（夏季のみ） 

 おむつのとれた小学生以下の児童が利用

できます。 

町建設課   ６２－２１１８ 

カメリーナ  ７２－１５３４ 

カメリーナ 

（町総合体育館） 

幼児室（無料）があります。保護者同伴での

利用となります。雨天の遊び場としてもご利

用ください。 

カメリーナ  ７２－１５３４ 

和みいな 

(町図書歴史情報館) 

絵本４，９２５冊、紙芝居３３７点などがあ

り貸し出しもしています。 

和みいな   ２３－７８５５ 

中央緑地 （四ツ谷地区内） 町建設課   ６２－２１１８ 

千里公園 （千代田地区内） 町建設課   ６２－２１１８ 

扇田公園 （猪苗代駅北西） 町建設課   ６２－２１１８ 

昭和の森森林公園 天鏡台 管理事務所  ６２－４７９９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園や遊び場ほか 
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緊急時の連絡先 

◇ 福島県こども救急電話相談 

 夜間急に子どもの身体の具合が悪くなった時、保護者が相談できる人が身近にいないために、あわてて

医療機関を受診することが多くなっています。 

しかしながら、必ずしも急いで受診する必要がある場合ばかりとは限らず、不要な受診が逆に子ども自

身や保護者の負担になる場合もあります。 

この電話相談では子どもさんの様子をお聞きし、家庭で可能な対処法などについてのアドバイスを行い、 

必要があれば受診可能な医療機関を案内します。 

《相談時間》  毎日 １９：００～８：００ 

《対 応 者》   医師、看護師、保健師 

    福島県こども救急電話相談 

 携帯電話、固定電話（プッシュ回線）からは、 局番なしの ＃８０００ 

固定電話（アナログ回線）、ひかり電話、ＩＰ電話など「＃８０００」につながらない場合は、 

０２４－５２１－３７９０  

 

◇ 会津若松市夜間急病センター 

《診療科目》   内科・小児科（※休日は小児科の医師が診療） 

《診療時間》   年中無休  １９：００～２２：３０（受付１８：３０～２２：３０） 

《場    所》    会津若松市山鹿町１－２２ １階 

         

夜間急病センター  ２８－１１９９ 

 

◇ 親子の病気やケガ等参考ＵＲＬ 

機関名 ホームページアドレス 

『こどもの救急』日本小児科学会 http://kodomo-qq.jp/ 

『キッズクラブ』日本医師会 http://www.med.or.jp/kids/ 

日本赤十字社 http://www.jrc.or.jp/activity/study/safety/index.html 

会津若松医師会 http://www.aizu.fukushima.med.or.jp/ 

  

病気・けが 

相談窓口 

問い合わせ 
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○臨時休診などがありますので、必ず電話などで事前確認してください。

医療機関名（五十音順） 診療科目 日 月 火 水 木 金 土

浅見クリニック

（字芦原84-1）

TEL63-2200

小川医院

（字カキ田393）

TEL62-2132

かねこ内科外科クリニック

（千代田字油地62-3）

TEL72-0660

マリアクリニック

（川桁字元寺2403-1）

TEL66-2700

矢吹医院

（字古城町99-1）

TEL62-2169

町立猪苗代病院

（字梨木西65）

TEL62-2350

医療機関名 診療科目 日 月 火 水 木 金 土

※受診の際はお忘れなく！
□マイナ保険証、資格確認書
□乳幼児及び児童医療受給資格証
□他の医療機関で処方されている薬剤等がある場合は、それが分かる書類

・内科
・外科
・整形外科
・皮膚科

＊診療科目によって診察
日・診療時間が異なります

ので、必ず事前確認をお願
いします。

診療時間

・内科
・小児科
・胃腸科

14:00-18:00
（受付17：30まで）

午前 8:30-12:00

・内科
・泌尿器科

・内科
・整形外科
・眼科

・内科　・小児科
・外科　・循環器科
・精神科、心療内科

○
13: 00

まで

×

××○午後

○ ○

○○ ○ ○

9:00-12:00
（受付11：30まで）

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ×

猪苗代町内医療機関の診療時間・科目

診療時間

・内科
・循環器科
・小児科

午前

○

午後 13:30-17:00 ○ ○ × ○ × ×

○

○

午前 9:00-12:00 × ○ ○ ○ ○ ○ ○

午後 15:00-17:00 × ○ ○ ○

○ ○ ×

○ ○ ×

午前 9:00-12:00
（受付11：30まで）

× ○ ○ ○

午後
13:30-15:00

(受付14:30まで)
× ○ ○ ○ ○ ○ ×

午前 8:30-12:00 × ○ ○ ○ ○ ○ ○

午後 14:00-17:30 × ○ ○ ○ ○ ○ ×

午前
9:00-12:00
(受付11:30まで)

× ○ ○ ○ ○ ○

△ 

△ 

午後
14:00-17:00
(受付16:30まで)

× ○ ○ ○ ○ ○

（既患のみ）
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○臨時休診などがありますので、必ず電話などで事前確認してください。

医療機関名（五十音順） 日 月 火 水 木 金 土

あしはら歯科医院

（字芦原91-1）

TEL62-5311

大竹歯科医院

（字新町4858-1）

TEL62-3708）

斎藤歯科医院

（川桁字西幸野2147）

TEL66-2341

長谷川歯科医院駅前分院

（千代田字トウフケ47）

TEL62-2525

おきなしま大人こども歯科

（三ツ和字家北803-1）

TEL65-2115

医療機関名 日 月 火 水 木 金 土

※受診の際はお忘れなく！
□マイナ保険証、資格確認書
□乳幼児及び児童医療受給資格証
□他の医療機関で処方されている薬剤等がある場合は、それが分かる書類

診療時間

○

○ ○

午後 13:30-17:30
（受付16：45まで）

× ○ ○ ○ × ○

○
14：00～

15：30

第2土休

午前 9：00-12:30
（受付11：45まで）

× ○ ○ ○ ×

○ ○ ○
第2土休

午後
14:00-19:00
（受付18：30まで）

予約制

× ○ ○ ○ ○

午前
9:00-12:00

（受付11：30まで）

予約制

× ○ ○ ○

○

午後 14:00-18:00 × ○ ○ ○
○

17: 00

まで

○
○

13: 00～

15: 00

×

○ ○

○ ○

午前 8:30-12:00 × ○ ○ ○

午後 14:00-19:00 × ○ ○ ○

○

午前 9:30-12:00 × ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○

午後 14:00-18:30 × × ○ ○ ○ ○

猪苗代町内医療機関の診療時間・科目

診療時間

午前 9:30-12:00 × × ○ ○ ○
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